
特集２　マイナンバーカードの申請はお済ですか？
　マイナンバーカードは、本人確認のための身分証明書としての利用はもちろん、健康保険証としての
利用、ワクチン接種証明書アプリでの利用など様々なサービスで利用でき、今後もその役
割が広がっていきます。町では、マイナンバーカードの普及促進に取り組んでおり、今回は、
スマートフォンを使用した交付申請方法を紹介します。

交付申請書と顔写真データを準備

登録したメールアドレスに届くURL にクリックし、申請用サイトにアクセス

申請用サイトで顔写真登録と申請情報を入力

申請が完了した旨のメールが届き申請完了

スマートフォンで交付申請書のQRコードを読み取り、申請用サイトにアクセス

QRコード付き交付申請書 通知カード付き交付申請書

顔写真データ

　交付申請書をお持ちでない場合は、役場までご連絡ください。なお、交付申請書は、７月頃から順次、
国から再送付される予定です。

　顔写真データは、あらか
じめ準備しなくても操作中
に撮影できます。

　マイナンバーカードの受け取りについては、
役場からハガキで通知します。

　利用規約を確認のうえ、２箇所にチェックを
入れ「確認」ボタンをタップします。

顔写真をアップロードし、「確認」ボタンで次に
進み、チェック項目を確認のうえ「登録」を実
行します。

　申請登録用メールを受信するメールアドレス
を入力します。オンライン申請の場合、ＩＤは
入力されています。

　入力内容をチェックのうえ「確認」から次に
進み、登録情報に不備がなければ「登録」を実
行します。

または

①　利用規約の確認

①　顔写真を登録

②　メールアドレスを登録

②　申請に必要な情報を登録

　メールアドレス登録が完了すると、申請情報
登録URL の案内メールが届きます。
　続いて、メール内のURL をクリックしアクセ
スします。

　登録したメールアドレスに受付完了のメールが届き申
請完了です。

詳しくはこちらから→

自動入力

電子申請等
で必要にな
ります
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